
富士川における維持流量の設定及び今後の河川管理についてのお知らせ

・この度、富士川において維持流量を設定しましたのでお知らせします。

・富士川の維持流量は、別紙－１「富士川における区間別の維持流量設定結果一覧」の通りです。

また、現況流量に対して、維持流量が著しく不足する区間については、別紙－１を維持流量の長

期目標とした上で、別紙－２の通り「動植物の生息・生育、漁業」の項目による必要流量を当面

の中期目標として設定し、段階的な流量の確保に向けた取組みを行っていくこととします。

・これらの維持流量については、富士川維持流量検討会の有識者からのご意見を踏まえ、富士川の

特性と合わせて総合的に勘案し設定しました。富士川維持流量検討会の資料については、甲府

河川国道事務所のホームページに掲載しています。 (https://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/)

・また、今後も設定した維持流量の適正性を確認するため、河川内の地形が変わりやすいという

富士川の特性も踏まえて、定期的にモニタリングを実施していきます。

・維持流量が設定されたことにより、現在行われている富士川の水利使用や河川敷等の利用に、直ち

に制約等が生じるものではありませんが、今後、様々な方法により、沿川住民、河川利用者、有識

者などのご意見を伺いながら、河川が適正利用されるよう努めてまいります。
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